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介護保険訪問介護及び介護予防・日常生活支援総合事業 

予防専門型訪問サービス重要事項説明書 

 

１．事業者（法人）の概要 

事業者（法人）の名称 社会福祉法人 芦屋市社会福祉協議会 

主たる事務所の所在地 〒659-0051 芦屋市呉川町１４番９号 

代表者（職名・氏名） 会長 山中  健 

設 立 年 月 日 昭和５１年２月２０日 

電 話 番 号 ０７９７－３８－３１２２ 

 Ｆ Ａ Ｘ 番 号 ０７９７－３８－３０６６ 

 

２．事業所の概要 

ご利用事業所の名称 芦屋ハートフル訪問介護事業所 

サ ー ビ ス の 種 類 
介護保険訪問介護 

介護予防･日常生活支援総合事業予防専門型訪問サービス 

事 業 所 の 所 在 地 〒659-0064 芦屋市精道町８番２０号 

電 話 番 号 ０７９７－３８－６０５３ 

Ｆ Ａ Ｘ 番 号 ０７９７－３８－３２１１ 

開 設 年 月 日 

事 業 所 番 号 
平成３１年４月１日 ２８７１００１７８６ 

管 理 者 氏 名  南 純子 

通常の事業の実施地域 芦屋市全域（奥池町、奥池南町除く） 

 

３．事業の目的及び運営方針 

事業の目的 

利用者が、その有する能力に応じ、可能な限り居宅において自立

した日常生活を営むことができるよう、生活の質の確保及び向上

を図るとともに、安心して日常生活を過ごすことができるよう、

サービスを提供することを目的とします。 

運営の方針 

事業者は、利用者の心身の状況や家庭環境等を踏まえ、介護保険

法その他関係法令の定めに基づき、関係する市町村や事業者、地

域の保健・医療・福祉サービス等と綿密な連携を図りながら、利

用者の要介護状態及び要支援状態の軽減や悪化の防止のため、適

切なサービスの提供に努めます。 

 

４．サービス提供の手順 

 （１）サービス提供に先立ち、介護保険被保険者証に記載された内容を確認し、利 

用者が要介護認定等を受けていない場合は、利用者の意思を踏まえて当該申請 
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が行われるよう必要な援助を行います。 

 （２）ケアプラン等に基づき、利用者及びご家族の意向を踏まえて訪問介護等サー 

ビス計画を作成します。そのために必要な調査等を行うことがあります。 

（３）作成した訪問介護等サービス計画の内容を確認いただき、利用者、ご家族の 

同意を得たうえで決定し、訪問介護等サービス計画に基づきサービスを開始し 

ます。 

 （４）訪問介護等サービス計画及びサービス内容は、利用者の心身の状況や意向な 

どの変化によって、必要に応じて変更することができます。 

  

５．営業日時等 

サービス名 訪問介護・予防専門型訪問サービス 

営業 日 

日曜日～土曜日 

12月29日～1月3日は休業 

（ただし、一部サービスは実施） 

営業時間 

（サービス提供時間） 

午前９時～午後５時半 

（ただし、一部サービスは午前７時～午後１１時） 

 

６．事業所の職員体制                （令和６年４月１日現在） 

従業者の職種 主な職務内容 人員数 

管理者 
・従業者及び業務の実施状況の把握その他業務の管

理を一元的に行います。 
常勤  １人 

サービス提供責任者 

・訪問介護等サービス計画の作成・変更等を行い、

利用の申込みに係る調整を行います。 

・利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定

期的に把握し、サービス担当者会議への出席、利用

者に関する情報の共有等、居宅介護支援事業所等と

の連携に努めます。 

・訪問介護員に対し、具体的な援助目標及び援助内

容を指示するとともに、利用者の状況についての情

報を伝達し、業務の実施状況を把握します。 

・訪問介護員の能力や希望を踏まえた業務管理、研

修、技術指導その他サービス内容の管理について必

要な業務等を実施します。 

常勤  ４人 

非常勤 ２人 

（管理者との兼

務１名含む） 

（訪問介護員と

の５名兼務含む

） 

訪問介護員 
訪問介護等サービス計画に基づき訪問介護等の提供

に当たります。 

常勤  ３人 

非常勤４２人 

７．提供するサービスの内容及び利用料等 

（1）提供するサービスの内容について 
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サービス区分と種類 サ ー ビ ス の 内 容 

訪問介護等サービス 

計画の作成等 

・利用者に係る居宅介護支援事業所等が作成したケアプラン等に基

づき、利用者の意向や心身の状況等のアセスメントを行い、援助の

目標に応じて具体的なサービス内容を定めた訪問介護等サービス計

画を作成します。 

・訪問介護等サービス計画の作成に当たっては、その内容について

利用者に対して説明し、利用者の同意を得ます。また、計画を作成

した際は、利用者に交付します。 

・訪問介護等の提供に当たっては、利用者に対し、サービスの提供

方法について、理解しやすいように説明します。 

・訪問介護等サービス計画に基づくサービスの提供開始から、少な

くとも１月に１回は、利用者の状況やサービスの提供状況を、ケア

プラン等を作成した居宅介護支援事業所等に報告します。 

・訪問介護等サービス計画に基づくサービスの提供の開始時から、

当該計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、

少なくとも１回は、当該計画の実施状況の把握（モニタリング）を

行います。 

・上記のモニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて訪問介護等サ

ービス計画の変更を行います。 

食事介助 食事の介助を行います。 

入浴介助 
入浴（全身浴・部分浴）の介助や清拭（身体を拭く）、洗髪などを

行います。 

排泄介助 排泄の介助、おむつ交換を行います。 

特段の専門的配慮をも

って行う調理 

医師の指示に基づき、適切な栄養量及び内容を有する特別食（腎臓

病食、肝臓病食、糖尿病食、胃潰瘍食、貧血食、すい臓病食、脂質

異常症食、痛風食、嚥下困難者のための流動食、経管栄養のための

濃厚流動食及び特別な場合の検査食（単なる流動食及び軟食を除く

）等）の調理を行います。 

更衣介助 上着、下着の更衣の介助を行います。 

身体整容 日常的な行為としての身体整容を行います。 

体位変換 床ずれ予防のための、体位変換を行います。 

移動・移乗介助 室内の移動、車いす等へ移乗の介助を行います。 

服薬介助 配剤された薬の確認、服薬の手伝い、服薬の確認を行います。 

起床・就寝介助 ベッドへの誘導、ベッドからの起き上がりの介助を行います。 

自立生活支援のための

見守り的援助 

・利用者と一緒に手助けしながら行う調理（安全確認の声かけ、疲

労の確認を含む。）を行います。 
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・入浴、更衣等の見守り（必要に応じて行う介助、転倒予防のため

の声かけ、気分の確認などを含む。）を行います。 

・ベッドの出入り時など自立を促すための声かけ（声かけや見守り

中心で必要な時だけ介助）を行います。 

・移動時、転倒しないように側について歩きます。（介護は必要時

だけで、事故がないように常に見守る。） 

・車いすでの移乗介助を行って店に行き、利用者が自ら品物を選べ

るよう援助します。 

・洗濯物をいっしょに干したりたたんだりすることにより自立支援

を促すとともに、転倒予防等のための見守り・声かけを行います。 

・認知症高齢者の方と一緒に冷蔵庫の中の整理を行い、生活歴の喚

起を促します。 

・利用者が外出する時の準備や、帰宅した時の支援を一緒に行いま

す。 

買い物 利用者の日常生活に必要な物品の買い物を行います。 

調理 利用者の食事の用意を行います。 

掃除 利用者の居室の掃除や整理整頓、ゴミの処分等を行います。 

ベッドメイク等 利用者のベッドメイク、シーツ交換等を行います。 

洗濯 利用者の衣類等の洗濯を行います。 

 

※次に掲げる内容については、訪問介護等の適切な範囲を逸脱していると考えられるた

め、サービス提供をお断りする場合があります。 

①「直接本人の援助」に該当しな

い行為（主として家族の利便に供

する行為又は家族が行うことが適

当であると判断される行為） 

・利用者以外のものに係る洗濯、調理、買い物、

布団干し 

・主として利用者が使用する居室等以外の掃除 

・来客の応接（お茶、食事の手配等） 

・自家用車の洗車・清掃 等 

②「日常生活の援助」に該当しな

い行為（訪問介護員が行わなくて

も日常生活を営むのに支障が生じ

ないと判断される行為） 

・草むしり 

・花木の水やり 

・犬の散歩等ペットの世話 等 

③日常的に行われる家事の範囲を

超える行為 

・家具等の移動、修繕、模様替え 

・大掃除、窓ガラス拭き、床のワックスがけ 

・室内外家屋の修理、ペンキ塗り 

・植木の剪定等の園芸 

・正月、節句等のために特別な手間をかけて行う

調理 等 

（2）訪問介護員等の禁止行為 

訪問介護員等は、サービスの提供に当たって次の行為は行いません。 
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 ① 医療行為（一部指定を受けたものを除く） 

  ② 利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり 

③ 利用者又は家族からの金銭、物品、飲食の授受 

④ 利用者の同居家族に対するサービスの提供 

⑤ 利用者の居宅での飲酒、喫煙、飲食 

⑥ 身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（利用者又は第三者の生命や 

身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除く） 

⑦ その他利用者又は家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動、その 

他迷惑行為 

 

（3）提供するサービスの利用料、利用者負担額等について 

Ⅰ≪介護保険 訪問介護≫                 （１割負担の場合） 

 

 

区分及び 

サービス提供時間数 

サービス 

提供時間帯 
利用料 

利用者 

負担額 

身体介護 

２０分未満 

昼間 １，８０１円 １８１円 

早朝・夜間 ２，２５４円 ２２６円 

深夜 ２，７０７円 ２７１円 

身体介護 

２０分以上３０分未満 

昼間 ２，６９６円 ２７０円 

早朝・夜間 ３，３７０円 ３３７円 

深夜 ４，０４４円 ４０５円 

身体介護 

３０分以上１時間未満 

昼間 ４，２７６円 ４２８円 

早朝・夜間 ５，３４８円 ５３５円 

深夜 ６，４２０円 ６４２円 

身体介護 

１時間以上１時間半未満 

昼間 ６，２６５円 ６２７円 

早朝・夜間 ７，８３４円 ７８４円 

深夜 ９，４０３円 ９４１円 

身体介護  

１時間半以上 

(３０分を増すごとに) 

昼間 ９０６円を加算 ９１円を加算 

早朝・夜間 １，１３８円を加算 １１４円を加算 

深夜 １，３５９円を加算 １３６円を加算 

生活援助 

２０分以上４５分未満 

昼間 １，９７７円 １９８円 

早朝・夜間 ２，４７５円 ２４８円 

深夜 ２，９７２円 ２９８円 

生活援助 

４５分以上 

昼間 ２，４３１円 ２４４円 

早朝・夜間 ３，０３８円 ３０４円 

深夜 ３，６４６円 ３６５円 
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※ 表中の金額は利用者負担が１割で１回あたりの場合の金額となります。利用者負 

担割合は介護保険負担割合証に記載された割合となります。 

※  表中の昼間とは午前８時から午後６時を、早朝とは午前６時から午前８時を、夜 

間とは午後６時から午後１０時を、深夜とは午後１０時から午前６時を言います。 

 

Ⅱ≪総合事業 予防専門型訪問サービス≫ 

サービス名称・内容 利用料 利用者負担額 

予防専門型訪問サービスⅠ 

（週１回程度の利用が必要な場合） 
１２，９９４円 １，３００円 

予防専門型訪問サービスⅡ 

（週２回程度の利用が必要な場合） 
２５，９５６円 ２，５９６円 

予防専門型訪問サービスⅢ 

（週２回を超える利用が必要な場合） 
４１，１８３円 ４，１１９円 

※ 表中の金額は利用者負担が１割の場合の１月当たりの金額となります。利用者負 

担割合は介護保険負担割合証に記載された割合となります。 

※ 「週○回程度の利用が必要な場合」とは、週当たりのサービス提供の頻度による 

 区分を示すものですが、提供月により月間のサービス提供日数が異なる場合であって

も、利用料及び利用者負担額は変動せず定額となります。 

※ 利用者の体調不良や状態の改善及びその他の事情により予防専門型訪問サービス計

画に定めたサービス提供区分よりも利用が少なかった場合や利用が多かった場合であ

っても、月の途中でのサービス提供区分の変更は行いません。なお、翌月のサービス

提供区分については、利用者の新たな状態に応じた区分による予防専門型訪問サービ

ス計画を作成し、サービス提供を行うこととなります。 

※ 主に以下に該当する場合は、月ごとの定額制ではなく日割りで利用料を計算しま

す。 

 ・月途中に要介護状態区分等が変更になった場合 

 ・同一市町村内で事業所を変更した場合 

 ・月途中に契約を開始（解除）した場合 等 

 

区分及び 

サービス提供時間数 

サービス 

提供時間帯 
利用料 

利用者 

負担額 

身体介護に引き続き 

生活援助 

２０分以上４５分未満 

昼間 ７１８円 ７２円 

早朝・夜間 ８９５円 ９０円 

深夜 １，０８２円 １０９円 

身体介護に引き続き 

生活援助 

４５分以上７０分未満 

昼間 １，４３６円 １４４円 

早朝・夜間 １，８０１円 １８１円 

深夜 ２，１５４円 ２１６円 

身体介護に引き続き 

生活援助 

７０分以上 

昼間 ２，１５４円 ２１６円 

早朝・夜間 ２，６９６円 ２７０円 

深夜 ３，２３７円 ３２４円 
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【加算】 

 以下の要件を満たす場合、上記に以下の料金が加算されます。 

加算の名称 利用料 利用者負担額 算定回数等 

初回加算 ２，２１０円 ２２１円 初回のみ 

緊急時訪問介護加算

（介護保険訪問介護

のみ） 

１，１０５円 １１１円 
緊急等の要請に基づく訪

問につき１回 

介護職員処遇 

  改善加算（Ⅰ） 

（令和6年5月まで） 

所定単位数の 

137/1000 
左記の１割 

基本サービス費に各種加

算減算を加えた総単位数

（所定単位数）に処遇改

善加算率を乗じた単位数

を算定 

介護職員等ベースア

ップ等支援加算 

（令和6年5月まで） 

所定単位数の 

24/1000 
左記の１割 

基本サービス費に各種加

算減算を加えた総単位数

（所定単位数）に処遇改

善加算率を乗じた単位数

を算定 

介護職員等処遇 

  改善加算（Ⅱ） 

（令和6年6月～） 

所定単位数の 

224/1000 
左記の１割 

基本サービス費に各種加

算減算を加えた総単位数

（所定単位数）に処遇改

善加算率を乗じた単位数

を算定 

※ 初回加算は、新規に訪問介護等サービス計画を作成した利用者に対して、初回に 

 実施した訪問介護等と同月内に、サービス提供責任者が、自ら訪問介護等を行う場 

合又は他の訪問介護員等が訪問介護等を行う際に同行訪問した場合に算定します。 

※ 介護職員処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算及び介護職員等処遇改

善加算は、介護職員等の処遇を改善するために賃金改善や職員の資質の向上等の取組

みを行う事業所と認められた場合に算定します。 

※  表中の利用者負担額は利用者負担が１割の場合となります。 

【その他の費用】 

２人対応 
（介護保険のみ） 

２人の訪問介護員が共同でサービスを行う必要がある場合は、利

用者の同意を得た上で、通常の利用料金の２倍をいただきます。 

・体重の重い方に対する入浴介助等の重介護サービスを行う場合 

・その他利用者の状況等から適当と認められる場合 

支給限度額を超

えたサービス 

介護保険及び総合事業の支給限度額を超えてサービスを利用する

場合、超過額の全額をいただきます。 

交通費 
通常の実施地域以外の地区にお住まいの方で、当事業所のサービ

スを利用する場合は、要した実費をいただきます。 

複写物の交付 
サービス提供の記録等の複写物を必要とする場合は、１枚につき

１０円をいただきます。 

そ の 他 

上記以外の日常生活において通常必要となる経費であって、利用

者負担が適当と認められるもの（利用者の希望によって提供する

日常生活上必要な身の回り品、通院・外出介助における訪問介護
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員等の公共交通機関等の交通費）について、費用の実費をいただ

きます。 

※（利用料について、事業者が法定代理受領を行わない場合）上記に係る利用料は全 

 額をいったんお支払いただきます。この場合、「サービス提供証明書」を交付しま 

 すので、「領収証」を添えてお住まいの市町村に介護保険給付又は第１号事業支給 

 費の支給（利用者負担額を除く）申請を行ってください。 

（4）キャンセル料について 

 利用予定日の直前にサービス提供をキャンセルした場合は、以下のとおりキャン

セル料をいただきます。ただし、体調や容体の急変など、やむを得ない事情がある

場合は、キャンセル料を減じる場合があります。利用予定日の前に、サービスの利

用の変更、追加、中止をすることができます。また、総合事業は利用料が月単位の

定額のため、キャンセル料は不要とします。 

キャンセルの時期 キャンセル料 

利用予定日の前々日の午後５時

までに申し出があった場合 
無料 

利用予定日の前日までに申し出

があった場合 
当日利用料の５０％の額 

利用予定日の前日までに申し出

がなかった場合 
当日利用料の全額 

（5）支払方法について 

  利用者負担額等は、１ケ月ごとにまとめて、請求書をお届けします。請求書はサ

ービス利用月の翌月２５日までにお届けしますので、次の方法によりお支払いくだ

さい。 

  なお、１ケ月に満たない期間のサービスに関する利用者負担額等は、利用日数に

基づいて計算した金額とします。 

支払い方法 支払い要件等 

口座引き落とし 

サービスを利用した月の翌月の２５日（祝休日の場合は直前の

平日）にあなたのお持ちのゆうちょ口座より引き落とします。 

ゆうちょ口座をお持ちでない方はご相談ください。 

お支払いを確認しましたら、領収証をお送りしますので、保管

されますようお願いいたします。 

※  利用者負担額等の支払いについて、正当な理由がないにもかかわらず、支払い期 

日から２ヶ月以上遅延し、さらに支払いの督促から３０日以内に支払いがない場合 

にはサービス提供の契約を解除した上で、未払い分をお支払いただくことがありま 

す。 

（6）その他 

  サービス実施のために必要な備品等（水道、ガス、電気、電話等を含む。）は無 

 償で使用させていただきます。 

 

８．事業者が遵守する事項 

  当事業所では、利用者に対してサービスを提供するに当たって、利用者の生命、身

体、生活環境等の安全やプライバシーの保護などを遵守するため、以下の内容を 

遵守します。 
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①利用者及びその家族

に関する秘密の保持に

ついて 

ア 事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保

護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介

護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのための

ガイドライン」を遵守し、適切な取扱いに努めるものと

します。イ 事業者及び従業者は、サービスを提供する

上で知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由な

く、第三者に漏らしません。 

ウ この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了

した後においても継続します。 

エ 事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又はその

家族の秘密を保持させるため、従業者である期間及び従

業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべ

き旨を従業者との雇用契約の内容に含めています。 

②個人情報の保護につ

いて 

ア 事業者は、利用者からあらかじめ文書で同意を得た場

合に、サービス担当者会議等において、利用者の個人情

報を用います。また、利用者の家族の個人情報について

も、同様とします。 

イ 事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含

まれる記録物（紙によるものの他、電磁的記録を含

む。）については、善良な管理者の注意をもって管理

し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものと

します。 

ウ 事業者が管理する情報については、利用者の求めに応

じてその内容を開示することとし、情報の訂正、追加又

は削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用

目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとしま

す。（開示に際して複写が必要な場合は利用者の負担と

なります。） 

③その他 ア 事業者は、利用者に提供したサービスの実施状況及び

それに関する記録を整備し、その完結の日から５年間保

管します。 

イ 訪問介護員等は、常に身分証を携行し、初回訪問時及

び利用者又は利用者の家族から提示を求められた時は、

いつでも身分証を提示します。 

 

９．職員に対する禁止事項 

 本事業者は、法令上事業者に求められるハラスメント対策の強化に取り組んでいま

す。利用者や家族等から職員に対して下記の行為が行われ、職員の心身に危害が生じ

又は生ずるおそれのある場合であって、その危害の発生又は再発生を防止することが

著しく困難である等により、利用者に対して介護サービスを提供することが著しく困

難と判断した場合は、契約を解除させて頂くことがあります。 

①職員に対する身体的暴力（身体的な力を使って危害を及ぼす行為） 

②職員に対する精神的暴力（人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おと

 しめたりする行為） 

③職員に対するセクシュアルハラスメント（意に添わない性的誘いかけ、好意的態度

 の要求等、性的ないやがらせ行為） 
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④過大な要求（サービス提供において明らかに不要なことの要求や強要） 

 

１０．緊急時における対応方法 

サービス提供中に利用者の体調や容体の急変、その他の緊急事態が生じたとき

は、速やかに主治医又はあらかじめ定めた協力医療機関及びご家族等へ連絡を行う

等、必要な措置を講じます。 

 

１１．虐待の防止について 

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するために、次

に掲げるとおり必要な措置を講じます。 

（１）虐待防止に関する担当者を選定しています。 

虐待防止に関する担当者 管理者 南 純子 

（２）虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について

従業者に周知徹底を図っています。 

（３）虐待防止のための指針の整備をしています。 

従業者に対して、虐待を防止するための定期的な研修を実施しています。 

（４）サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（現に養護している家族・親

族・同居人等）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やか

に、これを関係機関に通報します。 

 

１２．衛生管理等 

（１）訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。 

（２）事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。 

（３）事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を

講じます。 

  ①事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を

６月に１回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底していま

す。 

  ②事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。 

  ③従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実

施します。 

 

１３．業務継続計画の策定等について 

（１）感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問介護の提供を継

続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画

（業務継続計画）を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。 

（２）従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練

を定期的に実施します。 

（３）定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行

います。 

 

１４．事故発生時の対応について 

  利用者に対する訪問介護等の提供により事故が発生した場合は、利用者の家族、 

 市町村、利用者に係る居宅介護支援事業所等に連絡を行うとともに、必要な措置を 

 講じます。また、利用者に対する訪問介護等の提供により賠償すべき事故が発生し 
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た場合は損害賠償を速やかに行います。なお、当事業者は以下の内容で損害賠償保 

険に加入しています。 

保険会社名 東京海上日動火災保険株式会社 

保険名 超ビジネス保険（事業活動包括保険） 

補償の概要 

（上限額） 

・施設、事業活動遂行事故 １事故 ２億円 

・生産物・完成作業事故  １事故 ２億円 

・管理下財物事故     １事故 ５００万円 

 

１５．重要事項の変更 

  重要事項説明書に記載した内容に変更が生じた場合、一部の変更の場合には変更 

された箇所を通知し、全体又は根幹に変更があった場合には全部を通知し、利用者 

に変更箇所の説明を行った後に同意をいただきます。 

 

１６．相談・苦情窓口 

（１）サービス提供又は担当する訪問介護員等の変更等に関する相談及び提供した訪問

サービスに係る利用者及びその家族からの苦情は、当事業所の下記の窓口でお受け

します。 

事業所相談窓口 

ＴＥＬ  ０７９７－３８－６０５３ 

ＦＡＸ ０７９７－３８－３２１１ 

受付時間（平日）９時～１７時３０分 

担当者 南 純子 

 

（２）サービス提供や契約に関する相談及び苦情は、下記の機関にも申し立てることが

できます。 

受付機関 

芦屋市高齢介護課 
ＴＥＬ ０７９７－３１－２１２１ 

受付時間（平日）９時～１７時３０分 

兵庫県国民健康保険団体連合会

（介護サービス苦情相談窓口） 

ＴＥＬ ０７８－３３２－５６１７ 

受付時間（平日）8時45分～17時15分 
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  令和    年    月    日 

 

利用者へのサービス提供開始にあたり、上記のとおり重要事項を説明しました。 

 

事業所   芦屋ハートフル訪問介護事業所 

 

説明者   サービス提供責任者                 

 

 

私は、本書面に基づいて事業所から重要事項の説明を受け同意しました。 

 

 

  利用者   住 所                       

 

氏 名                          

 

 

代理人   住 所                       

（選任した場合） 

氏 名                          

（利用者との関係              ） 


